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○愛知淑徳大学大学院学則 

第 １ 章  総 則  

（ 目 的 ）  

第 １ 条  愛 知 淑 徳 大 学 大 学 院 （ 以 下 「 本 大 学 院 」 と い う 。） は 、 建 学 の 精 神 に 則 り 、

高 度 に し て 専 門 的な学 術 の 理 論 及 び 応用を 研 究 し 、 そ の 深奥を 究 め 、 文 化 の 進展と

人 類 の 福 祉 に 寄 与する 人 材 を 養 成 す ること を 目 的 と す る 。  

（ 研 究 科 及 び 専 攻）  

第 ２ 条  本 大 学 院 に置 く 研 究 科 及 び 専攻並 び に そ の 課 程 は、次 の と お り と す る。  

研 究 科  専 攻 及 び 課 程  

文 学 研 究 科  文 学 専 攻 （ 博 士 課程）  

教 育 学 研 究 科  発 達 教 育 専 攻 （ 修士課 程 ）  

グ ロ ー バ ル カ ル チャー ・  

コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョン研 究 科  

グ ロ ー バ ル カ ル チャー・コ ミ ュ ニケ ー シ ョン

専 攻 （ 博 士 課 程 ）  

現 代 社 会 研 究 科  現 代 社 会 専 攻 （ 博士課 程 ）  

心 理 学 研 究 科  心 理 学 専 攻 （ 博 士課程 ）  

ビ ジ ネ ス 研 究 科  ビ ジ ネ ス 専 攻 （ 博士課 程 ）  

文 化 創 造 研 究 科  創 造 表 現 専 攻 （ 修士課 程 ）  

ソ ー シ ャ ル サ ー ビス専 攻 （ 博 士 課 程 ）  

医 療 福 祉 研 究 科  

コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョン障 害 学 専 攻 （ 博 士課程 ）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ 課 程 及 び 修 業 年限）  

第 ３ 条  博 士 課 程 の修 業 年 限 は ５ 年 を標準 と し 、 こ れ を 前期２ 年 の 課 程 （ 以 下「前 期

課 程 」 と い う 。）及 び後 期 ３ 年 の 課 程 （以下 「 後 期 課 程 」 という 。） に 区 分 す る。  

２  修 士 課 程 の 修業年 限 は 、 ２ 年 を 標準と す る 。  

３  前 期 課 程 は 、修士 課 程 と し て 取 り扱う 。  
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（ 学 生 定 員 ）  

第 ４ 条  各 研 究 科 及び 専 攻 の 入 学 定 員及び 収 容 定 員 は 、 次のと お り と す る 。  

研 究 科  専 攻  課 程  入 学 定 員  収 容 定 員  

前 期 課 程  １ ０ 人  ２ ０ 人  
文 学 研 究 科  文 学 専 攻  

後 期 課 程  ４ 人  １ ２ 人  

教 育 学 研 究 科  発 達 教 育 専 攻  修 士 課 程  １ ０ 人  ２ ０ 人  

前 期 課 程  ３ ０ 人  ６ ０ 人  グ ロ ー バ ル カ ル チ  

ャ ー ・ コ ミ ュ ニ ケ

ー シ ョ ン 研 究 科  

グ ロ ー バ ル カ ル  

チ ャ ー・コ ミ ュ ニ

ケ ー シ ョ ン 専 攻  後 期 課 程  ５ 人  １ ５ 人  

前 期 課 程  ３ ０ 人  ６ ０ 人  
現 代 社 会 研 究 科  現 代 社 会 専 攻  

後 期 課 程  ５ 人  １ ５ 人  

前 期 課 程  ２ ０ 人  ４ ０ 人  
心 理 学 研 究 科  心 理 学 専 攻  

後 期 課 程  ４ 人  １ ２ 人  

前 期 課 程  ２ ０ 人  ４ ０ 人  
ビ ジ ネ ス 研 究 科  ビ ジ ネ ス 専 攻  

後 期 課 程  ５ 人  １ ５ 人  

文 化 創 造 研 究 科  創 造 表 現 専 攻  修 士 課 程  １ ５ 人  ３ ０ 人  

前 期 課 程  １ ５ 人  ３ ０ 人  ソ ー シ ャ ル サ ー

ビ ス 専 攻  後 期 課 程  ３ 人  ９ 人  

前 期 課 程  １ ５ 人  ３ ０ 人  
医 療 福 祉 研 究 科  

コ ミ ュ ニ ケ ー シ

ョ ン 障 害 学 専 攻 後 期 課 程  ２ 人  ６ 人  

 

（ 在 学 年 限 ）  

第 ５ 条  博 士 課 程 の在 学 年 限 は 、 前 期課程 で は ４ 年 、 後 期課程 で は ６ 年 と す る。  

２  修 士 課 程 の 在学年 限 は 、 ４ 年 と する。  

（ 学 年 ）  

第 ６ 条  学 年 は 、 ４月 １ 日 に 始 ま り 、翌年 ３ 月 ３ １ 日 に 終わる 。  

（ 学 期 ）  

第 ７ 条  学 年 を 前 期及 び 後 期 に 分 け、 その 期 間 の 標 準 は 次のと お り と し 、 毎 年学年 の

開 始 ま で に こ れ を定め る 。  

前  期   ４ 月 １日か ら ９ 月 ３ ０ 日 まで  

後  期   １ ０ 月１日 か ら 翌 年 ３ 月 ３１日 ま で  

（ 休 業 日 ）  

第 ８ 条  定 期 の 休 業日 は 、 次 の と お りとす る 。  

（ １ ） 日 曜 日  

（ ２ ） 国 民 の 祝 日に関 す る 法 律 （ 昭 和２３ 年 法 律 第 １ ７ ８号） に 規 定 す る 休 日  

（ ３ ） 愛 知 淑 徳 学園創 立 記 念 日  ５ 月１７ 日  

（ ４ ） 夏 季 休 業  ８月 １ ２ 日 か ら ８ 月１７ 日 ま で  

（ ５ ） 冬 季 休 業  １２ 月 ２ ９ 日 か ら 翌年１ 月 ３ 日 ま で  
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２  前 項 の 規 定 にかか わ ら ず 、 学 長 は、必 要 あ る と 認 め る場合 は 、 休 業 日 を 変更し 、

又 は 臨 時 の 休 業 日を定 め る こ と が で きる。  

３  休 業 日 に お いても 、 研 究 科 長 が 必要と 認 め る 場 合 は 、授業 を 行 う こ と が できる 。  

第 ２ 章  組 織 及 び 運営  

（ 教 員 組 織 ）  

第 ９ 条  本 大 学 院 にお け る 授 業 及 び 学位論 文 の 作 成 等 に 対する 指 導（ 以 下「 研究 指導 」

と い う 。）を 担 当 する教 員 は 、大 学 院 研 究科教 員 資 格 を 有 す る本学 の 教 授 を も っ て充

て る 。 た だ し 、 必要が あ る と き は 、 前段の 教 員 資 格 に 相 当する 資 格 を 有 す る 本学の

准 教 授 又 は 講 師 をもっ て 充 て る こ と ができ る 。  

２  大 学 院 研 究 科の教 員 資 格 認 定 に 関して 必 要 な 事 項 は 、研究 科 が 定 め る 。  

（ 運 営 組 織 ）  

第 １ ０ 条  本 大 学 院全 般 の 運 営 の た めに大 学 院 委 員 会 を、 各研 究 科 の 運 営 の ために そ

れ ぞ れ 研 究 科 委 員会を 置 く 。  

（ 大 学 院 委 員 会 の構成 ）  

第 １ １ 条  大 学 院 委員 会 は 、 次 の 委 員で構 成 す る 。  

（ １ ） 学 長  

（ ２ ） 副 学 長  

（ ３ ） 研 究 科 長  

（ ４ ） 事 務 局 長  

（ ５ ） そ の 他 学 長の指 名 す る 者  

（ 大 学 院 委 員 会 の審議 事 項 ）  

第 １ ２ 条  大 学 院 委員 会 は 、 次 の 事 項を審 議 す る 。  

（ １ ） 大 学 院 学 則その 他 重 要 規 程 の 制定、 改 廃 に 関 す る 事項  

（ ２ ） 研 究 科 及 び専攻 課 程 の 設 置 及 び廃止 に 関 す る 事 項  

（ ３ ） 本 大 学 院 教員の 人 事 に 関 す る 事項  

（ ４ ） 本 大 学 院 の学生 定 員 に 関 す る 事項  

（ ５ ） 各 研 究 科 間の連 絡 調 整 に 関 す る事項  

（ ６ ） 学 長 が 諮 問した 事 項  

（ ７ ） 前 各 号 に掲 げる も の の ほ か 、本 大学 院 の 運 営 に 関 して大 学 院 委 員 会 が 必要と

認 め た 事 項  
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（ 大 学 院 委 員 会 の議長 ）  

第 １ ３ 条  大 学 院 委員 会 は 、 学 長 が 招集し 、 そ の 議 長 と なる。  

（ 大 学 院 委 員 会 の運営 ）  

第 １ ４ 条  大 学 院 委員 会 の 運 営 に 関 して必 要 な 事 項 は 、 別に定 め る 。  

（ 研 究 科 委 員 会 の構成 ）  

第 １ ５ 条  研 究 科 委員 会 は 、 当 該 研究 科に 所 属 す る 専 任 の教授 、 准 教 授 及 び講 師で 組

織 す る も の と し 、その 構 成 員 に つ い ては、 別 に 定 め る 。  

（ 研 究 科 委 員 会 の審議 事 項 ）  

第 １ ６ 条  研 究 科 委員 会 は 、 次 の 事 項を審 議 す る 。  

（ １ ） 研 究 科 規 程その 他 の 研 究 科 に 係る諸 規 程 の 制 定 、 改廃に 関 す る 事 項  

（ ２ ） 研 究 科 教 員の選 考 に 関 す る 事 項  

（ ３ ） 教 育 課 程 に関す る 事 項  

（ ４ ） 入 学 、 進 学、休 学 、 復 学 、 退 学、修 了 そ の 他 学 生 の身分 に 関 す る 事 項  

（ ５ ） 成 績 評 価 及び学 位 試 験 に 関 す る事項  

（ ６ ） そ の 他 研究 科の 教 育 、 研 究 及び 運営 に 関 し て 研 究 科委員 会 が 必 要 と 認 めた事

項  

（ 研 究 科 委 員 会 の運営 ）  

第 １ ７ 条  研 究 科 委員 会 の 運 営 に 関 する必 要 な 事 項 は 、各 研究 科 委 員 会 に お いて定 め

る 。  

第 ３ 章  入 学 及 び 進学  

（ 入 学 の 時 期 ）  

第 １ ８ 条  入 学 又 は進 学 の 時 期 は 、 学期の 始 め と す る 。  

（ 前 期 課 程 、 修 士課程 の 入 学 資 格 ）  

第 １ ９ 条  前 期 課 程、 修 士 課 程 に 入学 でき る 者 は 、 次 の各 号の い ず れ か に 該 当する 者

と す る 。  

（ １ ） 学 校 教 育 法（昭 和 ２ ２ 年 法 律 第２６ 号 ） 第 ５ ２ 条 の大学 を 卒 業 し た 者  

（ ２ ） 学 校 教 育 法第６ ８ 条 の ２ 第 ４ 項の規 定 に よ り 学 士 の学位 を 授 与 さ れ た 者  

（ ３ ） 外 国 に お いて、 学 校 教 育 に お ける１ ６ 年 の 課 程 を 修了し た 者  

（ ４ ） 外 国 の 学校 が行 う 通 信 教 育 に おける 授 業 科 目 を 我 が国に お い て 履 修 す ること

に よ り 当 該 外 国 の学校 教 育 に お け る １６年 の 課 程 を 修 了 した者  
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（ ５ ） 日 本 に おい て、 外 国 の 大 学 の課 程（ そ の 修 了 者 が当 該外 国 の 学 校 教 育 におけ

る １ ６ 年 の 課 程 を修了 し た と さ れ る ものに 限 る 。）を 有 す る もの と し て 当 該 外 国

の 学 校 教 育 制 度 におい て 位 置 付 け ら れた教 育 施 設 で あ っ て、文 部 科 学 大 臣 が 別

に 指 定 す る も の の当該 課 程 を 修 了 し た者  

（ ６ ） 専 修 学 校の 専門 課 程 （ 修 業 年限 が４ 年 以 上 で あ る ことそ の 他 文 部 科 学 大臣が

定 め る 基 準 を 満 たすも の に 限 る 。）で 、文部 科 学 大 臣 が 別 に指定 す る も の を 文 部

科 学 大 臣 が 定 め る日以 後 に 修 了 し た 者  

（ ７ ） 文 部 科 学 大臣の 指 定 し た 者  

（ ８ ） 本 大 学 院に おい て 、 個 別 の 入学 資格 審 査 に よ り 、大 学を 卒 業 し た 者 と 同等以

上 の 学 力 が あ る と認め た 者 で ２ ２ 歳 に達し た 者  

（ ９ ） 大 学 に ３年 以上 在 学 し た 者 （こ れに 準 ず る 者 と し て文部 科 学 大 臣 が 定 める者

を 含 む 。） で あ って 、本 学 が 定 め る 単 位を優 秀 な 成 績 で 修 得した 者 と 認 め る 者  

（ 後 期 課 程 の 入 学又は 進 学 の 資 格 ）  

第 ２ ０ 条  後 期 課 程に 入 学 又 は 進 学 できる 者 は 、 次 の 各号 のい ず れ か に 該 当 する者 と

す る 。  

（ １ ） 本 大 学 院又 は他 の 大 学 院 で 修 士若し く は 博 士 の 学 位又は 専 門 職 学 位 を 授与さ

れ た 者  

（ ２ ） 外 国 に お いて修 士 の 学 位 又 は 専門職 学 位 に 相 当 す る学位 を 授 与 さ れ た 者  

（ ３ ） 外 国 の 学校 が行 う 通 信 教 育 に おける 授 業 科 目 を 我 が国に お い て 履 修 し、 修士

の 学 位 に 相 当 す る学位 を 授 与 さ れ た 者  

（ ４ ） 日 本 に おい て、 外 国 の 大 学 院の 課程 を 有 す る も の として 当 該 外 国 の 学 校教育

制 度 に お い て 位 置付け ら れ た 教 育 施 設であ っ て 、 文 部 科 学大臣 が 別 に 指 定 す る

も の の 当 該 課 程 を修了 し 、 修 士 の 学 位又は 専 門 職 学 位 に 相当す る 学 位 を 授 与 さ

れ た 者  

（ ５ ） 文 部 科 学 大臣の 指 定 し た 者  

（ ６ ） 本 大 学 院に おい て 、 個 別 の 入学 資格 審 査 に よ り 、修 士の 学 位 又 は 専 門 職学位

を 有 す る 者 と 同 等以上 の 学 力 が あ る と認め た 者 で ２ ４ 歳 に達し た 者  

（ 入 学 及 び 進 学 の出願 ）  

第 ２ １ 条  前 ２ 条 に規 定 す る 者 で 本 大学院 に 入 学 又 は 進 学を志 願 す る 者 は 、所 定の 期

日 ま で に 検 定 料 を添え て 願 書 を 提 出 しなけ れ ば な ら な い 。  

（ 入 学 又 は 進 学 の試験 ）  

第 ２ ２ 条  前 条 の 規定 に よ り 入 学 又 は進学 を 志 願 す る 者 に対し て は 、 研 究 科に おい て
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入 学 試 験 又 は 進 学試験 を 行 い 、 合 格 者を決 定 す る 。  

（ 入 学 又 は 進 学 の許可 ）  

第 ２ ３ 条  学 長 は 、前 条 の 合 格 者 で、 指定 の 期 日 ま で に 所定の 入 学 金 、 授 業料 その 他

の 学 納 金（ 以 下「 学 納金 」と い う 。）を 納 入し 、か つ 、誓 約 書 そ の他 所 定 の 書 類 を 提

出 し た 者 に 入 学 又は進 学 を 許 可 す る 。  

（ 再 入 学 ）  

第 ２ ４ 条  学 長 は 、第 ３ ６ 条 の 規 定 により 退 学 し た 者 又 は第４ ４ 条 第 ３ 号 の 規定に よ

り 除 籍 さ れ た 者 が、退 学 又 は 除 籍 の 日から ３ 年 以 内 に 、 退学又 は 除 籍 時 に 在 籍して

い た 研 究 科 の 同 一の課 程 に 再 入 学 を 願い出 た と き は 、 研 究科委 員 会 の 議 を 経 て再入

学 を 認 め る こ と ができ る 。  

２  再 入 学 に 関 する入 学 手 続 き は 、 第２１ 条 及 び 第 ２ ３ 条の規 定 を 準 用 す る 。  

第 ４ 章  教 育 方 法 等  

（ 教 育 方 法 ）  

第 ２ ５ 条  本 大 学 院の 教 育 は 、 授 業科 目の 授 業 及 び 研 究 指導に よ っ て 行 う も のとす る 。 

（ 授 業 科 目 、 履 修方法 及 び 成 績 評 価 等）  

第 ２ ６ 条  研 究 科 は 、 そ の 専 攻 及 び 課 程 に 応 じ 、 教 育 上 必 要 な 授 業 科 目 を 開 設 す る 。 

２  成 績 評 価 は 、Ａ＋ （ ９ ０ ％ 以 上 ）、Ａ（ ８ ０ ％ ～ ８ ９ ％）、Ｂ （ ７ ０ ％ ～ ７ ９％ ）、

Ｃ （ ６ ０ ％ ～ ６ ９％ ）、 Ｆ （ ５ ９ ％ 以 下 ）、失 、 欠 、 合 、 否 、認及 び Ｗ を も っ て 表示

し 、 Ａ ＋ 、 Ａ 、 Ｂ、Ｃ 及 び 合 を 合 格 、Ｆ及 び 否 を 不 合 格 とする 。 ま た 、 受 験 資格喪

失 を 失 、 欠 席 を 欠、認 定 を 認 、 履 修 中止を Ｗ と 表 記 す る 。  

３  前 項 の 成 績 評価を 総 合 的 に 判 断 する指 標 と し て 、Ｇ ＰＡ（ Grade Point  Average）

を 用 い る 。  

４  前 項 に 定 め るＧＰ Ａ は 、 成 績 評 価のう ち 、 Ａ ＋ に つ き４、 Ａ に つ き ３ 、 Ｂにつ き

２ 、 Ｃ に つ き １ 、Ｆ、 失 及 び 欠 に つ き０を 、 そ れ ぞ れ 評 価点と し て 与 え 、 各 授業科

目 の 評 価 点 に 、 その単 位 数 を 乗 じ て 得た積 の 合 計 を 、 登 録科目 の 総 単 位 数 で 除して

算 出 す る 。  

５  授 業 科 目 及 びその 履 修 方 法 に つ いては 、 研 究 科 規 程 で定め る 。  

（ 単 位 ）  

第 ２ ７ 条  授 業 科 目を 履 修 し た 者 に は、試 験 の う え 単 位 を与え る 。  

２  授 業 科 目 の 単位数 は 、 １ 単 位 の 授業科 目 を ４ ５ 時 間 の学修 を 必 要 と す る 内容を も

っ て 構 成 す る こ とを標 準 と し 、 授 業 の方法 に 応 じ て 該 当 授業に よ る 教 育 効 果 、授業
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時 間 外 に 必 要 な 学修等 を 考 慮 し て 次 の基準 に よ っ て 定 め る。  

（ １ ） 講 義 及 び演 習に つ い て は 、 １５ 時間 か ら ３ ０ 時 間 までの 範 囲 で 各 研 究 科が定

め る 時 間 の 授 業 をもっ て １ 単 位 と す る。  

（ ２ ） 実 験 、 実習 及び 実 技 に つ い て は、３ ０ 時 間 か ら ４ ５時間 ま で の 範 囲 で 各研究

科 が 定 め る 時 間 の授業 を も っ て １ 単 位とす る 。  

（ ３ ） 上 記 以 外 の科目 に つ い て は 、 各研究 科 に お い て 定 める。  

（ 他 の 研 究 科 等 の授業 科 目 の 履 修 等 ）  

第 ２ ８ 条  学 生 は 、指 導 教 員 が 教 育 上有益 と 認 め る と き は、他 の 研 究 科 及 び 学部の 授

業 科 目 を 履 修 又 は聴講 す る こ と が で きる。 こ の 場 合 に お いては 、 必 要 に 応 じ て当該

授 業 科 目 担 当 教 員の許 可 を 得 る も の とする 。  

２  後 期 課 程 に 在学す る 学 生 が 、 前 期課程 の 科 目 を 履 修 又は聴 講 す る と き は 、前項 の

規 定 を 準 用 す る 。  

（ 他 の 大 学 院 に おける 修 得 単 位 の 認 定）  

第 ２ ９ 条  学 生 が 他 の 大 学 院 に お い て 履 修 し た 授 業 科 目 に つ い て 修 得 し た 単 位 に つ

い て は 、 教 育 上 有益と 認 め る と き は 、研究 科 委 員 会 の 議 を経て 、 １ ０ 単 位 を 超えな

い 範 囲 で 本 大 学 院にお け る 授 業 科 目 の履修 に よ り 修 得 し たもの と み な し て 認 定する

こ と が で き る 。  

２  前 項 の 規 定 は、学 生 が 外 国 の 大 学院に 留 学 す る 場 合 及び外 国 の 大 学 院 が 行う通 信

教 育 に お け る 授 業科目 を 我 が 国 に お いて履 修 す る 場 合 に ついて 準 用 す る 。  

（ 入 学 前 の 既 修 得単位 の 認 定 ）  

第 ３ ０ 条  学 生 が 本大 学 院 に 入 学 す る前に 、 大 学 院 に おい て履 修 し た 授 業 科 目につ い

て 修 得 し た 単 位 につい て は 、教 育 上 有 益と認 め る と き は 、研 究科委 員 会 の 議 を 経 て、

本 大 学 院 に お け る授業 科 目 の 履 修 に より、 修 得 し た も の とみな し て 認 定 す る ことが

で き る 。  

２  前 項 に よ り 修得し た も の と み な して認 定 さ れ る 単 位 数は、 本 大 学 院 に お いて修 得

し た 単 位 以 外 の ものに つ い て は 、 １ ０単位 を 超 え な い も のとす る 。  

３  前 ２ 項 の 規 定にか か わ ら ず 、 再 入学す る 者 が 退 学 し 、又は 除 籍 さ れ る 前 に本大 学

院 に お い て 修 得 した単 位 に つ い て は 、研究 科 委 員 会 の 議 を経て 認 定 す る こ と ができ

る 。  

（ 他 の 大 学 院 又 は研究 所 等 に お け る 研究指 導 ）  

第 ３ １ 条  学 生 が 他 の 大 学 院 又 は 研 究 等 に お い て 研 究 指 導 を 受 け る こ と が 教 育 上 有

益 と 認 め る と き は、研 究 科 長 は 、 当 該大学 院 又 は 研 究 所 等との 間 の 協 議 に 基 づき、
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研 究 科 委 員 会 の 議を経 て 許 可 す る こ とがで き る 。  

２  前 項 の 研 究 指導を 受 け る 期 間 は 、前期課 程 又 は 修 士 課 程の学 生 に 認 め る 場 合には 、

１ 年 を 超 え な い ものと す る 。  

（ 留 学 ）  

第 ３ ２ 条  学 生 は 、学 長 の 許 可 を 得 て、休 学 す る こ と な く外国 の 大 学 院 に お いて授 業

科 目 を 履 修 し 、 単位を 修 得 す る こ と ができ る 。  

２  学 生 は 、 学 長の許 可 を 得 て 休 学 するこ と な く 、 外 国 の大学 院 又 は 研 究 所 等にお い

て 、 研 究 指 導 を 受ける こ と が で き る 。この 場 合 に お い て 、前条 第 １ 項 の 規 定 を準用

す る 。  

（ 教 職 課 程 ）  

第 ３ ３ 条  本 大 学 院に お い て 教 育 職 員免許 法 （ 昭 和 ２ ４年 法律 第 １ ４ ７ 号 ）に 規定 す

る 教 育 職 員 の 免 許状を 受 け る 資 格 を 得よう と す る 者 の た めに、 教 職 課 程 を 置 く。  

２  教 職 課 程 に 関して 必 要 な 事 項 は 、別に 定 め る 。  

第 ５ 章  休 学 及 び 復学  

（ 休 学 及 び 休 学 期間）  

第 ３ ４ 条  病 気 そ の他 の 事 由 に よ り、 ３か 月 以 上 修 学 を 中止し よ う と す る 者 は、休 学

願 に 医 師 の 診 断 書又は 詳 細 な 事 由 書 を添え 、研 究 科 長 に 休 学を願 い 出 る も の と する 。 

２  前 項 の 場 合 には、 研 究 科 長 は 、 研究科 委 員 会 の 議 を 経て、 こ れ を 許 可 す る。  

３  傷 病 の た め 修学す る こ と が 適 当 でない と 認 め ら れ る 学生に 対 し て は 、研 究 科長は 、

研 究 科 委 員 会 の 議を経 て 、 期 間 を 定 め、休 学 を 命 ず る こ とがで き る 。  

４  休 学 期 間 は 、１年 以 内 と す る 。 ただし 、 特 別 の 事 由 がある 場 合 に は 、 引 き続き １

年 以 内 の 休 学 を 許可す る こ と が で き る。  

５  休 学 期 間 は 通算し て 、 前 期 課 程 、修士 課 程 は ２ 年 、 後期課 程 で は ３ 年 を 超える こ

と が で き な い 。  

６  休 学 期 間 は 在学年 数 に 算 入 し な い。  

７  休 学 期 間 の 学納金 に つ い て は 、 学納金 等 納 入 規 程 に 定める と こ ろ に よ る 。  

（ 復 学 ）  

第 ３ ５ 条  休 学 期 間中 に そ の 事 由 が 消滅し た と き に は 、研 究科 長 は 研 究 科 委 員会の 議

を 経 て 、 復 学 を 許可す る こ と が で き る。  

２  前 条 第 ３ 項 の規定 に よ り 休 学 を 命ぜら れ た 者 が 復 学 すると き は 、 医 師 の 診断書 を

添 え 、 研 究 科 長 に願い 出 て 、 そ の 許 可を得 な け れ ば な ら ない。  
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第 ６ 章  退 学 及 び 転学  

（ 退 学 ）  

第 ３ ６ 条  退 学 し よう と す る 者 は 、事 由を 明 記 し た 退 学 願を研 究 科 長 に 提 出 しなけ れ

ば な ら な い 。  

２  前 項 の 場 合 、学長 は 、 研 究 科 委 員会の 議 を 経 て 、 こ れを許 可 す る 。  

（ 転 学 ）  

第 ３ ７ 条  他 の 大 学院 に 転 学 し よ う とする 者 は 、 事 由 を明 記し た 転 学 願 を 研 究科長 に

提 出 し な け れ ば ならな い 。  

２  前 項 の 場 合 、学長 は 、 研 究 科 委 員会の 議 を 経 て 、 こ れを許 可 す る 。  

第 ７ 章  課 程 の 修 了要 件 及 び 学 位 の 授与等  

（ 前 期 課 程 及 び 修士課 程 の 修 了 要 件 ）  

第 ３ ８ 条  前 期 課 程又 は 修 士 課 程 の 修了要 件 は 、 前 期 課程 又は 修 士 課 程 に ２ 年以上 在

学 し 、 所 定 の 授 業科目 を 履 修 し て ３ ０単位 以 上 修 得 し 、 かつ、 必 要 な 研 究 指 導を受

け た う え 、 修 士 論文の 審 査 及 び 試 験 に合格 す る こ と と す る。た だ し 、 在 学 期 間に関

し て は 、 優 れ た 業績を 上 げ た 者 に つ いては 、 前 期 課 程 又 は修士 課 程 に １ 年 以 上在学

す れ ば 足 り る も のとす る 。  

２  前 項 の 場 合 におい て 、 研 究 科 の 定める と こ ろ に よ り 、当該 前 期 課 程 又 は 修士課 程

の 目 的 に 応 じ て 適当と 認 め ら れ る と きは、 特 定 の 課 題 に ついて の 研 究 の 成 果 の審査

又 は 所 定 以 上 の 単位の 修 得 を も っ て 修士論 文 の 審 査 に 代 えるこ と が で き る 。  

（ 博 士 課 程 の 修 了要件 ）  

第 ３ ９ 条  博 士 課 程の 修 了 要 件 は 、博 士課 程 に ５ 年 （ 前期 課程 又 は 修 士 課 程 に２年 以

上 在 学 し 、 当 該 課程を 修 了 し た 者 に あって は 、 当 該 課 程 におけ る ２ 年 の 在 学 期間を

含 む 。） 以 上 在 学 し、３ ０ 単 位 以 上 を 修得し 、 か つ 、 必 要 な研究 指 導 を 受 け た うえ 、

博 士 論 文 の 審 査 及び試 験 に 合 格 す る ことと す る 。 た だ し 、在学 期 間 に 関 し て は、優

れ た 研 究 業 績 を 上げた 者 に つ い て は 、博士 課 程 に ３ 年 （ 前期課 程 又 は 修 士 課 程に２

年 以 上 在 学 し 、 当該課 程 を 修 了 し た 者にあ っ て は 、 当 該 課程に お け る ２ 年 の 在学期

間 を 含 む 。） 以 上在 学す れ ば 足 り る も のとす る 。  

２  標 準 修 業 年 限を１ 年 以 上 ２ 年 未 満とし た 修 士 課 程 を 修了し た 者 及 び 前 条 第１項 た

だ し 書 の 規 定 に よる在 学 期 間 を も っ て前期 課 程 又 は 修 士 課程を 修 了 し た 者 の 博士課

程 の 修 了 要 件 に ついて は 、 前 項 中 ｢５ 年（前 期 課 程 又 は 修 士課程 に ２ 年 以 上 在 学し 、

当 該 課 程 を 修 了 した者 に あ っ て は 、 当該課 程 に お け る ２ 年の在 学 期 間 を 含 む 。） ｣と
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あ る の は 、「 前 期 課程又 は 修 士 課 程 の 在学期 間 に ３ 年 を 加 えた期 間 」 と 、 ｢３ 年 （前

期 課 程 又 は 修 士 課程に ２ 年 以 上 在 学 し、当 該 課 程 を 修 了 した者 に あ っ て は 、 当該課

程 に お け る ２ 年 の在学 期 間 を 含 む 。）｣とある の は 、「 ３ 年（ 前期課 程 又 は 修 士 課 程に

お け る 在 学 期 間 を含む 。）」 と 読 み 替 えて、 同 項 の 規 定 を 適用す る 。  

３  前 ２ 項 の 規 定にか か わ ら ず 第 ２ ０条第 ２ 号 か ら 第 ６ 号まで の 規 定 に 該 当 する者 が 、

博 士 後 期 課 程 に 入学し た 場 合 の 博 士 課程修 了 の 要 件 は 、後 期課程 に ３ 年 以 上 在 学し 、

必 要 な 研 究 指 導 を受け た う え 、 博 士 論文の 審 査 及 び 試 験 に合格 す る こ と と す る。た

だ し 、 在 学 期 間 に関し て は 、 優 れ た 研究業 績 を 上 げ た 者 につい て は 、 後 期 課 程に１

年 以 上 在 学 す れ ば足り る も の と す る 。  

（ 学 位 の 授 与 ）  

第 ４ ０ 条  学 長 は 、前 ３ 条 の 規 定 に より前 期 課 程 、 修 士課 程又 は 博 士 課 程 を 修了し た

者 に 対 し て 、 研 究科委 員 会 の 議 を 経 て、修 士 、 又 は 博 士 の学位 を 授 与 す る 。  

２  前 項 に 定 め る者の ほ か 、 本 大 学 院に論 文 を 提 出 し て 博士論 文 の 審 査 及 び 試験に 合

格 し 、か つ 博 士 課 程を修 了 し た 者 と 同 等以上 の 学 力 が あ る と認め ら れ た 者 に 対 して 、

博 士 の 学 位 を 授 与する こ と が で き る 。  

３  前 ２ 項 に 定 めるも の の ほ か 、 学 位に関 し て 必 要 な 事 項は、 別 に 定 め る 。  

（ 博 士 論 文 提 出 資格認 定 書 ）  

第 ４ １ 条  博 士 後 期課 程 に 所 定 の 期 間在学 し 、 必 要 な 研究 指導 を 受 け た 者 に は、研 究

科 よ り 博 士 論 文 提出資 格 認 定 書 を 交 付する こ と が で き る 。  

第 ８ 章  賞 罰  

（ 表 彰 ）  

第 ４ ２ 条  学 長 は 、学 業 等 で 顕 著 な 実績を あ げ た 学 生 を 表彰す る こ と が で き る。  

２  学 生 の 表 彰 に関し て 必 要 な 事 項 は別に 定 め る 。  

（ 懲 戒 ）  

第 ４ ３ 条  学 長 は 、本 学 則 又 は 本 学 の定め る 諸 規 程 に 違 反し、 又 は 学 生 の 本分 に反 す

る 行 為 を 行 っ た 者に対 し て 、 当 該 研 究科委 員 会 の 議 を 経 て懲戒 を 行 う 。  

２  懲 戒 の 種 類 は、訓 告 、 停 学 及 び 退学と す る 。  

３  退 学 は 、 次 の各号 の い ず れ か に 該当し た 者 に 対 し て 行う。  

（ １ ） 本 学 の 諸 規程に 反 し て 秩 序 を 甚だし く 乱 し た 者  

（ ２ ） 学 生 と し ての本 分 に 著 し く 反 した者  

（ ３ ） 性 行 不 良 で改善 の 見 込 み が な いと認 め ら れ る 者  

４  前 ３ 項 に 定 める者 の ほ か 、 懲 戒 に関し て 必 要 な 事 項 は別に 定 め る 。
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（ 除 籍 及 び 復 籍 ）  

第 ４ ４ 条  次 の 各 号の い ず れ か に 該 当する 者 は 、 学 長 が研 究科 委 員 会 の 議 を 経て、 除

籍 す る 。  

（ １ ） 所 定 の 在 学年限 に 達 し て も 、 課程を 修 了 で き な い 者  

（ ２ ） 死 亡 又 は 行方不 明 と な っ た 者  

（ ３ ） 授 業 料 そ の他の 学 納 金 の 未 納 が１学 期 以 上 に 及 ぶ 者  

（ ４ ） 就 学 継 続 の意思 が な い と 認 め られる 者  

２  前 項 第 ３ 号 により 除 籍 さ れ た 者 が、所 定 の 期 間 内 に 復籍を 願 い 出 た と き は、学 長

は 、 研 究 科 委 員 会の議 を 経 て 復 籍 を 許可す る こ と が で き る。  

第 ９ 章  学 納 金  

（ 学 納 金 ）  

第 ４ ５ 条  第 ２ １ 条 の 検 定 料 及 び 第 ２ ３ 条 の 学 納 金 に 関 す る 種 類 及 び そ の 額 並 び に

納 期 及 び 納 入 方 法等に 関 し て 必 要 な 事項は 、 別 に 定 め る 。  

（ 学 納 金 の 減 免 ）  

第 ４ ６ 条  本 学 が 必要 と 認 め た 者 に ついて は 、 学 納 金 の一 部又 は 全 額 を 免 除 するこ と

が で き る 。  

２  学 納 金 の 免 除につ い て は 、 別 に 定める 。  

（ 既 納 の 学 納 金 等）  

第 ４ ７ 条  既 納 の 学納 金 等 は 、 返 還 しない 。  

（ 手 数 料 等 ）  

第 ４ ８ 条  諸 証 明 の手 数 料 等 に つ い ては、 別 に 定 め る 。  

（ 実 験 材 料 費 ）  

第 ４ ９ 条  学 納 金 の ほ か に 、 実 験 材 料 費 そ の 他 必 要 な 実 費 を 徴 収 す る こ と が で き る 。 

第 １ ０ 章  大 学 院 研究 生 、 大 学 院 科 目等履 修 生 、 大 学 院 特別科 目 等 履 修 生 、  

大 学 院 特 別 研 究 学生、 大 学 院 聴 講 生 、外国 人 留 学 生 及 び 委託生  

（ 大 学 院 研 究 生 ）  

第 ５ ０ 条  学 長 は 、本 大 学 院 に お い て特定 の 事 項 に つ い て研究 し よ う と す る 者に対 し

て 、教 育 研 究 上 支 障 がな い と 認 め た と きは 、選 考 の う え 、研 究 科 委員 会 の 議 を 経 て、

大 学 院 研 究 生 と して研 究 指 導 等 を 受 けるこ と を 許 可 す る ことが で き る 。  

２  大 学 院 研 究 生に関 し て 必 要 な 事 項は、 別 に 定 め る 。  
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（ 大 学 院 科 目 等 履修生 ）  

第 ５ １ 条  学 長 は 、本 大 学 院 の 学 生 以外の 者 で 、 前 期 課程 又は 修 士 課 程 に お いて授 業

科 目 を 履 修 し 、 単位を 修 得 し よ う と する者 に 対 し て 、 教 育研究 上 支 障 が な い と認め

た と き は 、 選 考 のうえ 研 究 科 委 員 会 の議を 経 て 、 大 学 院 科目等 履 修 生 と し て 履修を

許 可 す る こ と が できる 。  

２  大 学 院 科 目 等履修 生 に 関 し て 必 要な事 項 は 、 別 に 定 める。  

（ 大 学 院 特 別 科 目等履 修 生 ）  

第 ５ ２ 条  学 長 は 、他 の 大 学 院 又 は 外国の 大 学 院 の 学 生 であっ て 、 本 学 と の協 定に 基

づ い て 本 大 学 院 におい て 授 業 科 目 を 履修し 、 単 位 を 修 得 しよう と す る 者 に 対 して、

大 学 院 特 別 科 目 等履修 生 と し て 履 修 を許可 す る こ と が で きる。  

２  大 学 院 特 別 科目等 履 修 生 に 関 し て必要 な 事 項 は 、 別 に定め る 。  

（ 大 学 院 特 別 研 究学生 ）  

第 ５ ３ 条  学 長 は 、他の 大 学 院 又 は 外 国の大 学 院 の 学 生 で あって 、本 大 学 院 に おい て、

研 究 指 導 を 受 け ようと す る 者 に 対 し て、当 該 大 学 院 と の 協議に 基 づ き 、 研 究 科委員

会 の 議 を 経 て 、 大学院 特 別 研 究 学 生 として 入 学 を 許 可 す ること が で き る 。  

２  大 学 院 特 別 研究学 生 に 関 し て 必 要な事 項 は 、 別 に 定 める。  

（ 大 学 院 聴 講 生 ）  

第 ５ ４ 条  学 長 は 、 本 大 学 院 に お い て 特 別 の 授 業 科 目 の 聴 講 を 希 望 す る 者 に 対 し て 、

教 育 研 究 上 支 障 がない と 認 め た と き は、選 考 の う え 研 究 科委員 会 の 議 を 経 て 、聴講

を 許 可 す る こ と ができ る 。  

２  大 学 院 聴 講 生に関 し て 必 要 な 事 項は、 別 に 定 め る 。  

（ 外 国 人 短 期 留 学生）  

第 ５ ５ 条  学 長 は 、第 １ ９ 条 第 ３ 号 又は第 ２ ０ 条 第 ２ 号 に規定 す る 本 大 学 院 入学資 格

に 該 当 す る 外 国 人であ っ て 、 前 期 課 程若し く は 修 士 課 程 又は後 期 課 程 に ６ 月 以上１

年 以 内 の 短 期 留 学を希 望 す る 者 に 対 して、 教 育 研 究 上 支 障がな い と 認 め た と きは、

選 考 の う え 研 究 科委員 会 の 議 を 経 て 、外国 人 留 学 生 と し て入学 を 許 可 す る こ とがで

き る 。  

２  外 国 人 短 期 留学生 に つ い て は 、 本学則 を 適 用 す る 。  

（ 委 託 生 ）  

第 ５ ６ 条  学 長 は 、公 共 団 体 そ の 他 の機関 か ら の 委 託 に より、 修 学 を 希 望 する 者に 対

し て 、 選 考 の う え研究 科 委 員 会 の 議 を経て 、 委 託 生 と し て修学 を 許 可 す る こ とがで
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き る 。  

（ 履 修 等 の 開 始 時期）  

第 ５ ７ 条  大 学 院 研究 生 、 大 学 院 科目 等履 修 生 、 大 学 院特 別科 目 等 履 修 生 、大 学院 聴

講 生 及 び 委 託 生 （以下 ｢大 学 院 研 究 生 等 ｣と い う 。） の 履 修 等の開 始 時 期 に つ い ては 、

第 １ ８ 条 を 準 用 する。  

（ 大 学 院 研 究 生 等の学 納 金 ）  

第 ５ ８ 条  大 学 院 研究 生 等 に 係 る 学 納金に つ い て は 、 第９ 章各 条 （ 第 ４ ６ 条を 除く 。）

の 規 定 を 準 用 す るもの と す る 。  

第 １ １ 章   開 放 講座 及 び 公 開 講 座  

（ 開 放 講 座 ）  

第 ５ ９ 条  本 大 学 院の 開 設 す る 授 業 科目の う ち 、 特 に 定め るも の を 開 放 講 座 とし、 本

大 学 院 の 学 生 以 外の者 に 履 修 又 は 聴 講させ る こ と が で き る。  

２  大 学 院 開 放 講座に 関 し て 必 要 な 事項は 、 別 に 定 め る 。（ 公開 講 座 ）  

第 ６ ０ 条  本 大 学 院は 、 生 涯 学 習 に寄 与す る た め 授 業 科 目の他 に 公 開 講 座 を 開設す る

こ と が で き る 。  

第 １ ２ 章   補 則  

（ 補 則 ）  

第 ６ １ 条  こ の 学 則に 定 め る も の の ほか、 学 則 施 行 に 関し て必 要 な 事 項 は 、学 長が 定

め る 。  

 

附  則  

こ の 学 則 は 、 平 成元年 ４ 月 １ 日 か ら 施行す る 。  

附  則  

こ の 学 則 は 、 平 成２年 ４ 月 １ 日 か ら 施行す る 。  

附  則  

１  こ の 学 則 は 、平成 ３ 年 ４ 月 １ 日 から施 行 す る 。  

２  平 成 ３ 年 度 以降の 大 学 院 の 授 業 料等の 学 納 金 に つ い ては、 毎 年 の 物 価 上 昇 率

お よ び 人 事 院 勧 告によ る 国 家 公 務 員 給与の ベ ー ス ア ッ プ 率等を 基 準 に し て 、 改

定 す る こ と が あ る。  

附  則  

こ の 学 則 は 、 平 成４年 ４ 月 １ 日 か ら 施行す る 。  
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附  則  

こ の 学 則 は 、 平 成５年 ４ 月 １ 日 か ら 施行す る 。  

附  則  

こ の 学 則 は 、 平 成６年 ４ 月 １ 日 か ら 施行す る 。  

附  則  

こ の 学 則 は 、 平 成７年 ４ 月 １ 日 か ら 施行す る 。  

附  則  

１  こ の 学 則 は 、平成 １ ０ 年 ４ 月 １ 日から 施 行 す る 。  

（ 経 過 措 置 ）  

２  こ の 学 則 施 行の際 、 現 に コ ミ ュ ニケー シ ョ ン 研 究 科 修士課 程 に 在 籍 す る 者 に

つ い て は 、 改 正 後学則 に よ る コ ミ ュ ニケー シ ョ ン 研 究 科 博士課 程 に 在 籍 す る 者

と み な す 。  

附  則  

こ の 学 則 は 、 平 成１１ 年 ４ 月 １ 日 か ら施行 す る 。  

附  則  

（ 施 行 期 日 ）  

こ の 学 則 は 、 平 成１２ 年 ４ 月 １ 日 か ら施行 す る 。  

附  則  

（ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 学 則 は 、平成 １ ３ 年 ４ 月 １ 日から 施 行 す る 。  

（ 経 過 措 置 ）  

２  こ の 学 則 施 行の際 、 現 に コ ミ ュ ニケー シ ョ ン 研 究 科 人間コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン

専 攻 に 在 籍 す る 学生の 所 属 は 、 改 正 後の学 則 第 ２ 条 及 び 第４条 の 規 定 に か か わ

ら ず 、 従 前 の 例 による 。  

附  則  

（ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 学 則 は 、平成 １ ４ 年 ４ 月 １ 日から 施 行 す る 。  

（ 経 過 措 置 ）  

２  こ の 学 則 施 行の際 、現 に 現 代 社 会 研 究科 修 士 課 程 に 在 学する 学 生 に つ い て は、

改 正 後 の 学 則 に よる同 研 究 科 博 士 課 程前期 課 程 に 在 籍 す るもの と み な す 。  

附  則  

こ の 学 則 は 、 平 成１５ 年 ４ 月 １ 日 か ら施行 す る 。  
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附  則  

こ の 学 則 は 、 平 成１５ 年 １ １ 月 １ 日 から施 行 す る 。  

附  則  

こ の 学 則 は 、 平 成１６ 年 ４ 月 １ 日 か ら施行 す る 。  

附  則  

（ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 学 則 は 、平成 １ ７ 年 ４ 月 １ 日から 施 行 す る 。  

（ 経 過 措 置 ）  

２  こ の 学 則 施 行の際 、 現 に コ ミ ュ ニケー シ ョ ン 研 究 科 異文化 コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ

ン 専 攻 に 在 籍 す る学生 の 所 属 は 、 改 正後の 学 則 第 ２ 条 及 び第４ 条 の 規 定 に か か

わ ら ず 、 従 前 の 例によ る 。  

附  則  

こ の 学 則 は 、 平 成１８ 年 ４ 月 １ 日 か ら施行 す る 。  

附  則  

こ の 学 則 は 、 平 成１９ 年 ４ 月 １ 日 か ら施行 す る 。  

附  則  

（ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 学 則 は 、平成 ２ ０ 年 ４ 月 １ 日から 施 行 す る 。  

（ 経 過 措 置 ）  

２  こ の 学 則 施 行の際 、 現 に 文 学 研 究科国 文 学 専 攻 、 同 研究科 英 文 学 専 攻 、 同 研

究 科 図 書 館 情 報 学専攻 、 コ ミ ュ ニ ケ ーショ ン 研 究 科 心 理 学専攻 、 同 研 究 科 言 語

コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョン専 攻 及 び 文 化 創 造研究 科 国 際 交 流 専 攻に在 籍 す る 学 生 の 所

属 は 、 改 正 後 の 学則第 ２ 条 及 び 第 ４ 条の規 定 に か か わ ら ず、従 前 の 例 に よ る 。  

３  こ の 学 則 施 行の際 、 現 に 医 療 福 祉研究 科 修 士 課 程 に 在籍す る 学 生 は 、 改 正 後

学 則 の 医 療 福 祉 研究科 博 士 課 程 に 在 籍する も の と み な す 。  

附  則  

（ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 学 則 は 、平成 ２ ２ 年 ４ 月 １ 日から 施 行 す る 。  

  ２  第 ４ １ 条の改 正 規 定 に か か わらず 、 平 成 ２ ０ 年 度以前 の 入 学 者 （ 医 療福祉 研

究 科 を 除 く ） に ついて は 、 な お 従 前 の例に よ る も の と す る。  

附  則  

こ の 学 則 は 、 平 成２３ 年 ４ 月 １ 日 か ら施行 す る 。  
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附  則  

こ の 学 則 は 、 平 成２３ 年 ９ 月 １ 日 か ら施行 す る 。  

附  則  

こ の 学 則 は 、 平 成２４ 年 ４ 月 １ 日 か ら施行 す る 。  
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